
公　的　年　金　制　度　一　覧

○国民年金制度 （平成30年度（末現在））

年金扶養比率

万人 万人 万円 兆円 兆円 円 

１,４７１ ３.３ ９.２ ７.８ １６,４１０ 

４,１８１ ３,４０９ １.９１ ５.６ 

８４７ －　 －　 －　 －　

６,４９９ 

６,７４６ 

（注）１．老齢基礎年金等受給権者数は、老齢基礎年金受給権者数に、旧国民年金法による老齢年金受給権者数、被用者年金制度の６５歳以上の旧法老齢（退職）年金受給権者数等を加えたものである。

　　　２．老齢基礎年金平均年金月額は、新法基礎年金と旧法国民年金の平均である。

　　　３．実質的な支出は、給付費から基礎年金交付金を控除し基礎年金拠出金を加えた額である。

　　　４．積立比率とは、前年度末に保有する積立金（国庫負担繰延額を含めた推計値）が、実質的な支出のうち自前で財源を用意しなければならない部分（国庫・公経済負担を除いた部分）の何年分に相当しているかを表

　　　　　す指標である。

　　　５．公的年金加入者合計は、厚生年金被保険者と国民年金第１号・第３号被保険者の合計である。

○厚生年金制度 （平成30年度（末現在））

① ②

万人 万人 万円 兆円 兆円 ％ 

第 １ 号 厚 生 年 金 （ 旧 厚 生 年 金 ） ３,９８１ 

第 ２ 号 厚 生 年 金 （国家公務員共済組合） １０７ 

第 ３ 号 厚 生 年 金 （地方公務員共済組合） ２８４ 

第 ４ 号 厚 生 年 金 （私立学校教職員共済） ５６ １５.７７０ 

４,４２８ －　

（注）１．老齢（退職）年金受給権者数（老齢・退年相当）には、旧三公社共済組合及び旧農林漁業団体職員共済組合において旧厚生年金に統合される前に発生した退年相当の退職年金（減額退職年金を含む）の受給権者及

　　　　　び平成２７年９月までに旧共済法により発生した退年相当の退職年金（減額退職年金を含む）の受給権者を含む。

　　　２．老齢（退職）年金平均年金月額は、老齢基礎年金分を含む。また、国共済、地共済及び私学共済（以下、「共済組合等」という。）については、職域加算部分を除く推計値である。

　　　３．実質的な支出は、給付費から基礎年金交付金、追加費用、職域等費用納付金を控除し、基礎年金拠出金を加えた額である。ここで、厚生年金基金から給付されている代行給付額（年度末の最低責任準備金を算出す

　　　　　る際に用いられている額）を加えることで、厚生年金基金が代行している部分を含めた厚生年金制度全体の額を推計している。

　　　４．積立金は、厚生年金勘定の年度末積立金と共済組合等の厚生年金保険経理（私学共済は厚生年金勘定・厚生年金経理）の年度末積立金の合計である。

　　　５．積立比率を算出する際の厚生年金の積立金は、厚生年金基金が代行している部分及び国庫負担繰延額を含んだ推計値である。

　　　６．私学共済の保険料率は、令和元年９月以降、一元化法附則の規定により１４．９７３％に軽減されている。

老齢基礎年金
支給開始年齢

国 民 年 金 第 １ 号 被 保 険 者
（ 任 意 加 入 被 保 険 者 含 む ）

国 民 年 金 第 ２ 号 被 保 険 者 ６５歳

区　　分
被保険者数

①

老齢基礎年金等
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②

老齢基礎年金
平均年金月額
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(平成31年４月)
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（時価ベース）

国 民 年 金 第 ３ 号 被 保 険 者

合　　計

（ 参 考 ） 公 的 年 金 加 入 者 合 計

区　　分
被保険者数

１８.３００ 

合　計

老齢(退職)年金
支給開始年齢
(令和元年度)

報酬比例部分
一般男子・共済女子　６３歳
旧厚年女子　　　　　６１歳
坑内員・船員　　　　６１歳

定額部分
一般男子・共済女子　６５歳
旧厚年女子　　　　　６５歳
坑内員・船員　　　　６１歳

１,８９８ ２.３３ １４.８ ４９.６ １８８.２ ５.１ 
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